
保険料
区分 基準額に

対する割合

・

・

・

・ 本人の課税年金収入額※１と

合計所得金額※２
(課税年金収入額に係る所得を除く)

の合計が８０万９千円を超え１２０万円以下の方

・ 本人の課税年金収入額※１と

合計所得金額※２
(課税年金収入額に係る所得を除く)

の合計が１２０万円を超える方

・ 本人の課税年金収入額※１と

合計所得金額※２
(課税年金収入額に係る所得を除く)

の合計が８０万９千円以下の方

・ 本人の課税年金収入額※１と

合計所得金額※２
(課税年金収入額に係る所得を除く)

の合計が８０万９千円を超える方

・ 本人の合計所得金額※２が
１２０万円未満の方

・ 本人の合計所得金額※２が
１２０万円以上２１０万円未満の方

・ 本人の合計所得金額※２が
２１０万円以上３２０万円未満の方

・ 本人の合計所得金額※２が
３２０万円以上５００万円未満の方

・ 本人の合計所得金額※２が
５００万円以上８００万円未満の方

・ 本人の合計所得金額※２が
８００万円以上１，０００万円未満の方

・ 本人の合計所得金額※２が
１，０００万円以上１，５００万円未満の方

・ 本人の合計所得金額※２が
１，５００万円以上の方

本人が
市民税課税

老齢福祉年金※３受給者で世帯全員が市民税非課税の方

世帯全員が

市民税非課税

世帯に市民税

課税者がいて、

世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額※１

第６段階

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階 市民税非課税

※１ 課税年金収入額…老齢・退職年金など、課税対象となる年金などの収入金額をいい、遺族・障害年金などの非課税年金は含ま
　　　　　　　　　　れません。

※２ 合計所得金額… 年金、給与、事業及び株や土地建物等の譲渡所得などの所得（収入金額から必要経費に相当する金額を差し
　　　　　　　　　 引いたもの）をすべて合算したもので、基礎控除や扶養控除などの所得控除をする前の金額です。
　　　　　　　　　 保険料の算定においては、土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用います。

※３ 老齢福祉年金… 明治４４年４月１日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方や、他の年金を受給できない方に支給さ
                   れる年金です。

第９段階

第１０段階

第１１段階

第１２段階

第１３段階

１４,１６０円

１５,１５０円１８１,８８４円
（基準額）
×２．３０

※月額保険料は年額保険料を１２か月で割って１０円未満を切り捨てたものです。切り捨てた金額は、最初の納付月に加算されます。

※年度の途中で６５歳に達した方、転入された方など、この表の額と異なる場合があります。

第７段階

第８段階

１７０,０２２円
（基準額）
×２．１５

（基準額）
×１．５０

（基準額）
×１．７５

（基準額）
×２．００

９,２２０円

９,８８０円

１１,５３０円

該当者
年額保険料 月額保険料

７,５７０円

８,２３０円

１,６４０円

２,６３０円

４,２８０円

５,６００円

６,５９０円

１９,７７０円

３１,６３２円

５１,４０２円

６７,２１８円

１３,１８０円

１１８,６２０円

１３８,３９０円

１５８,１６０円

７９,０８０円

９０,９４２円

９８,８５０円

１１０,７１２円
（基準額）
×１．４０

（基準額）

令和７年度

（基準額）
×０．２５

（基準額）
×０．４

（基準額）
×０．６５

（基準額）
×０．８５

生活保護を受給されている方

と合計所得金額※２
(課税年金収入額に係る所得を除く)の合計が

８０万９千円以下の方

（基準額）
×１．１５

（基準額）
×１．２５

本人は

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬


